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会議録 

会議の名称 令和元年度第１回茨木市中央公民館運営審議会 

開催日時 令和元年１０月２１日（月） 

（午前・午後）７  時００分  開会  

（午前・午後）８  時４０分  閉会 

開催場所 茨木市立生涯学習センター  ３階  304 号室  

議  長 三川俊樹（委員長） 

出 席 者 三川俊樹、幸俊威、大浦晴子、浦野暁子、大神硬司、赤松英機、 

堂前良一 【7人】 

欠 席 者 新海理丘、殿村昌弘、小林満 【３人】 

事務局職員 岡田祐一教育長、乾克文教育総務部長、松本栄子社会教育振興課長、 

浅野貴士社会教育振興課課長代理兼公民館係長、大神正中央公民館長 

有福浩三、羽鳥麻衣子【7人】 

開催形態 公開 

議題（案件） (1) 委員長・副委員長の選出について 

(2) 平成３０年度事業報告について 

(3) 令和元年度の取り組みについて 

(4) その他 

配布資料 (1) 中央公民館実施事業一覧表 

(2) 小学校区公民館講座等集計表 

(3) 平成３０年度小学校区公民館講座等一覧表 

(4) 公民館利用状況調（平成２６年度～３０年度） 

(5) 公民館利用率状況調（平成２６年度～３０年度） 

(6) 平成３０年度公民館区事業補助金確定額一覧表 

(7) 令和元年度の中央公民館の取り組みについて 

(追加) 令和元年度社会教育についての努力目標 

(追加) 茨木市立公民館の基本方針・重点目標 

司 会 

(大 神) 

皆様、こんばんは。 

定刻になりましたので、ただ今から、令和元年度 第1回 茨木市中央公民

館運営審議会を開会させていただきます。 

皆様方には、大変お忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございま

す。まず、はじめに、本日出席の皆様を、ご紹介申し上げます。 

学識経験者として、追手門学院大学心理学部教授 三川俊樹様です。 

家庭教育分野から、茨木市PTA協議会会長の幸俊威様です。 

同じく、親まなび☆きらりん広場の大浦晴子様です。 

福祉分野から、茨木市民生委員児童委員協議会副会長の浦野暁子様です。 

社会教育分野から、見山公民館運営委員長の大神硬司様です。 
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同じく、太田公民館運営委員長の赤松英機様です。 

同じく、東奈良公民館運営委員長の堂前良一様です。 

次に、本日ご欠席の委員の皆さまでございますが、学校教育分野から、本

年7月1日付けで、前任の山下純子委員に代わり、茨木市公立小学校長会委員

で、郡山小学校校長の新海理丘様に就任いただいております。ほかに、社会

体育分野から、茨木市スポーツ推進委員協議会会長の小林満様、それから社

会教育分野から、春日丘公民館運営委員長の殿村昌弘様でございます。 

以上でございます。 

次に事務局の紹介をさせていただきます。 

岡田教育長です。 

乾教育総務部長です。 

松本社会教育振興課長です。 

浅野社会教育振興課課長代理兼公民館係長です。 

公民館係職員の有福です。 

同じく公民館係職員の羽鳥です。 

私、中央公民館長の大神です。よろしくお願いいたします。 

それでは、開会に当たりまして、岡田教育長からご挨拶を申しあげます。 

教育長 皆さん、こんばんは。 

中央公民館運営審議会委員の皆様におかれましては、本日は何かとお忙し

い中、夜分にもかかわらず、また、お足元の悪い中ご出席いただきまして、

誠にありがとうございます。 

日頃から、本市の教育行政に対しまして、様々なお立場からご協力いただ

いておりますことに、厚くお礼申し上げます。 

本日の会議の内容でございますが、平成30年度の事業報告並びに令和元年

度の事業のご報告等についてご審議いただくということで、その中で色々な

ご意見をいただければと思っております。 

茨木市の特徴と言われていることが、公民館活動を小学校区でそれぞれ実

施していただいているということで、これは他市にない公民館活動でござい

ます。本当にきめ細かく実施していただいておりますが、様々な形で講座

等、現状をつかみながら各公民館で実施していただいております。最近、こ

ちらで話をさせていただいたことは、子ども向けに何か講座ができないかと

いうことで、少しずつ子ども向けの絵本の読み聞かせの講座等を含めて、そ

れに一緒に参加していただく保護者も含めて、若い方に公民館に来ていただ

けるような取組も少しずつ各地域の公民館で実施していただいているところ

でございます。 

各地域に、様々な課題がございまして、その地域課題の中での公民館活動

をしていただいておりますが、最近もう一つが、歴史講座も実施していただ

いております。これは各公民館地域の歴史、茨木市内全体の歴史ではなく、

その地域の成り立ちなどを、歴史文化財課の学芸員が講師としてその地域に
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呼んでいただき、歴史や文化を学ぶという取組を進めていただいているとこ

ろでございます。 

公民館は地域のコミュニティの中心ということですので、今回、平成30年

度は震災の関係で後退した部分もございますが、それを乗り越えて各公民館

では活発に活動していただいているということでございます。 

今後も公民館事業につきましては、市の支援によりさらなる充実を図って

まいりたいと考えております。 

委員の皆様におかれましては、今後とも本市の社会教育の発展にご支援、

ご協力をお願いいたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

司 会 

(大 神) 

 

案件に移らせていただきます。 

本日の会議の出席委員数をご報告いたします。 

委員定数１０人に対しまして、出席委員数は7人です。 

委員の半数以上に出席いただいておりますので、茨木市中央公民館運営審

議会規則第４条の規定によりまして、本日の会議は成立していることをご報

告申しあげます。 

それでは、 

案件（１）委員長・副委員長の選出について でございます。 

茨木市中央公民館運営審議会規則第２条第1項の規定で、委員長・副委員

長は委員の互選となっております。また、任期は、第2項の規定でそれぞれ1

年となっており、再選することができると規定されています。 

任期満了に伴い、新たに委員長・副委員長を選出していただきたくご提案

申し上げます。 

どのように決定させていただきましょうか。ご意見がございましたら、お

願いいたします。 

 

委員 

(大神委員) 

提案させていただきます。 

委員長は、三川委員に、また、副委員長には、浦野委員に引き続きお願い

いただけないかと思いますが、いかがでしょうか。 

司 会 

(大神) 

ただいま、大神委員から委員長に三川委員を、副委員長に浦野委員とのご

意見がございましたが、ご異議ございませんか。 

委員 (異議なしの声) 

司 会 

(大神) 

 

ありがとうございました。 

異議なしということでございますので、委員長は三川委員、副委員長は浦

野委員にお願いいたします。 

お二人には、席の移動とそれぞれご挨拶をお願いいたします。 

委員長 

(三川委員) 

委員長に選出いただきました三川でございます。 

本審議会が円滑に運営できますよう努めてまいりますので、ご協力の程、

よろしくお願いいたします。 
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副委員長 

(浦野委員) 

副委員長に選出いただきました浦野でございます。 

微力ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

司 会 

(大神) 

ありがとうございました。 

ここからは、三川委員長に議事の進行をお願いいたします。 

委員長 まず、会議の公開・非公開についてです。 

この審議会は、これまでの会議において、公開と決定いただいています。 

また、会議録を作成し、市民の皆様の閲覧に供しています。会議録は、

「茨木市審議会等の会議の公開に関する指針」に沿いまして、発言者の個人

名を掲載させていただくとともに、全文筆記とさせていただくということ

で、ご了解いただきますよう、よろしくお願いいたします。議事録作成の関

係上、ご発言の際にはお名前をおっしゃってから、発言いただきますようお

願いします。 

本日は、傍聴希望者はいますか。 

事務局 傍聴希望者はございません。 

委員長 それでは、傍聴者なしということで進めさせていただきます。 

では、議事に入ります。 

案件（２）平成30年度事業報告について事務局から説明をお願します。 

事務局 

(大神) 

それでは、案件（２）平成３０年度の事業報告につきまして、【資料１】

をご覧ください。 

中央公民館が実施しました平成 30 年度の事業、日本語読み書き学級でご

ざいます。 

この事業の目的といたしましては、資料に記載しておりますように、国際

連合が、「平成２年からの１０年間を国連識字の１０年」と宣言いたしまし

たことを踏まえまして、平成３年から、中央公民館においても、誰もが読み

書きができる社会の実現を目指して、読み書きに不自由されている日本人及

び在日（渡日）外国人の成人を対象に実施しているものでございます。 

平成３０年度の実施期間は 5月 11日から平成 31年 3月 15日まで、毎

週金曜日の１０時から１２時の２時間、生涯学習センターの３階３０４号室

で開催しております。平成 30 年度の総回数は３２回でございまして、登録

受講生は４５人でございます。 

講師につきましては、小中学校の教師経験者の方や日本語教師の資格を勉

強された方 14人で当たっていただいておりました。 

学習体制といたしましては、受講生により日本語の習熟度の違いがござい

ますので、受講生の学習内容の差やニーズの違いによりまして、ほぼマン

ツーマンに近い状態で実施しております。 

昨年度の延べ人数としましては、資料にございますとおり３９５人、前年

に比べて数字が大分落ちている状況でございますが、これは、就職等をされ

て毎回通っておられた方が、金曜日ということもあり参加できないという状

況と、平成 30 年につきましては、6 月の大阪北部地震の影響により、回数
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をご覧いただきますと、例年 35 回の実施が 3 回休講させていただきまし

た。多くの外国の皆さんが日本に入ってこられている中で、日常生活に困っ

ておられるという受講生や、資格を取るような勉強をされている方、日本語

の日常会話がままならない来日されたばかりの方もいらっしゃいますので、

本当にレベルの違いがございます。それに対応するようなきめ細やかな学習

をしているところでございます。少しでも日本の言葉や文化に触れていただ

ければと考えて実施しているところでございます。平成 30 年度の日本語読

み書き学級の説明は以上でございます。 

事務局 

(浅野) 

それでは、次に、資料２から資料 5までを説明させていただきます。 

まずは資料 2をご覧ください。 

公民館講座、講習会、生活教育講座、講演会のそれぞれの実施回数、受講

者人数について、平成 26年度から平成 30年度までを集計したものです。 

先に、事業区分について、簡単にご説明申しあげます。 

公民館講座は、定期講座として、１講座 12 回を限度に受講料を徴収して

実施しているものです。次に、講習会は、不定期に１回あるいは複数回実施

するものです。生活教育講座は、同じく、不定期に開催する講習会で、例え

ば味噌作りなど、主に消費生活に関することを実施しているものです。 

最後に、講演会は、人権や文化など様々なテーマについてお話しいただく

ものです。 

平成 30 年度の数字として、公民館講座は 196講座、受講生が 2,459 人

となっております。昨年度と比べ、講座開催数も講座参加人数も減少してお

ります。減少した要因は、山手台コミュニティセンターがエレベーター工事

等の関係で半年間休館したことに伴い、年間通じでの事業実施が難しく、前

年の講座数 10から半減したことが大きな要因です。次に、講習会は 185講

習会、6,442 人となっております。開催数は増えましたが、参加人数は減少

しております。平成 28 年度から力を入れている現代的課題・地域課題の解

決に向けた取組ということで、読み聞かせの実施や先ほど教育長の話にもご

ざいましたが、地域の歴史についての取組、防災、消費者教育などの取組が

増えています。開催数につきしては、複数回も 1 回と数えておりますので、

実際の延べ回数で申し上げますと、もっとたくさんの回数を実施していただ

いている状況でございます。こうした取組の中で、人数については、例えば

小学校のグラウンドで行われます餅つきを講習会という形で実施される地域

もございまして、そこに人が集まりますと、何百人という形で参加人数が計

上されますので、内容によって集まる人数に差が出てしまうという状況でご

ざいます。 

次に、生活教育講座は 29 回、1,644 人と大きく減少しています。講習会

同様、企画内容によって集まる人数は様々でありますが、実施数も減少して

いることが大きいと考えております。 

次に、講演会ですが、14 回、1,239 人と大きく減少しております。これ
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も講習会同様、企画内容によって集まる人数が様々でありますが、平成 30

年度は減少となっております。 

全体の傾向として、昨年度は平成 29 年度より減少しております。直接的

な原因かどうかははっきりわかりませんが、大阪北部地震等の災害の影響も

少なからずあるのではないかと推察しております。特に、公民館、学校、コ

ミュニティセンターに避難所が開設されたところがあり、長いところではひ

と月ほど休館になった施設もございます。そのような状況下で公民館事業を

実施することが難しかったのはないかと推察されます。講座は、日程を振り

替えて何とか年 12 回実施されたところも多いですが、単発の事業について

は、事業の実施に至らなかったケースもあるのではないかと考えておりま

す。被害にあわれた方もおられる中で、公民館事業を実施することが難し

かった部分もあるかと推察されるところでございます。特色ということで、

先ほども申し上げましたが、現代的課題・地域課題の解決に向けた取組とし

て、読み聞かせや地域の歴史などの取組は増加しております。例年、館長主

事会議などで、担当課から新しい取組を説明させていただき、情報提供に努

めており、取り組まれる館が増えております。昨年度は、ニュースポーツの

取組について、スポーツ推進課から説明させていただき、障害をお持ちの方

でも気軽にできるボッチャ、ディスコン、ペタンクなどニュースポーツを実

施する館も増えております。 

続きまして、資料３をご覧ください。 

平成 30年度の各公民館講座等実施状況になります。 

各館の特色も含めてご説明できればいいのですが、32 の公民館組織の中

で、様々な取組を地域の皆様のニーズに合わせて企画立案、運営をされてお

り、それぞれ地域の特色が出ているというふうに考えております。 

次に、資料４をご覧ください。 

今度は貸館の話になりますが、公民館の使用状況ということで平成 26 年

度から平成 30年度までの 5か年を並べております。 

平成 29 年度と平成 30 年度を比較すると、件数 21,352 件、人数

29,940 人、平成 29 年度と比べますとともに減少しておりますが、その理

由として 1 つ目に、平成 30 年度から山手台公民館の施設管理がコミュニ

ティセンターに移行したことに伴い、今まで数字が入っていたところが

「－」という形で表示されております。当然この人数がカウントされていな

いというところが大きなところでございます。 

それから二つ目の大きな理由としまして、先ほど申しました大阪北部地震

により、避難所が開設され休館となった公民館がいくつかあります。その公

民館につきまして、休館中の影響が利用件数に反映されているということで

す。茨木公民館や太田公民館、玉櫛公民館などが避難所として長く開設され

ていたことの影響が出ていると思います。それから茨木公民館では外壁改修

工事に伴い、半月休館したことによる影響も大きいと考えております。 
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逆に増えた地域もございまして、山間部ですが、見山公民館は老人クラブ

など一般利用が増えたため増加しています。石河公民館は、近隣の山手台コ

ミュニティセンターが半年間休館したことに伴い、石河公民館を代わりに使

われたことにより増加したものと考えております。 

なお、春日、沢池、東奈良で数字が示されていないのは、山手台同様、コ

ミュニティセンター化によるものです。 

次に、資料５をご覧ください。 

平成 26 年度から平成 30 年度までの公民館毎の利用率の推移になりま

す。 

平成 29年度、平成 30年度の比較をすると、平成 30年度は 22.79％、

平成 29 年度は 23.10％、比べると平成 30 年度が減少しているかと思いま

すが、これも要因がございまして、これは平均で表しておりますので、先ほ

ど申しました山手台のコミセン化に伴いまして、山手台公民館の平成 29 年

度の利用率をご覧いただくと、33.38％ございまして、割と高い率を誇って

いたところが、平成 30 年度からコミセンになったということに伴い、少な

からずも率ということでは下がってしまったということです。では逆に平成

29 年度から山手台を除くと 22.49％となり、単純に山手台を除いた率でい

うと、わずかながら平成 30年度の方が増加していることが伺えます。 

特に率の特徴的なところを申しますと、中条公民館が 43.38％というかな

り高い利用率を誇っております。市の中心部にあって、市の事業実施場所と

しても頻繁に使われており、利用が伸びております。また、見山公民館につ

きましては、老人クラブなど一般利用が増えたためです。 

減少している館について、直接的な要因は定かではありませんが、震災等

の影響により、利用を控えた方が多かったのではないかと推察されます。 

 

事務局 

(大神) 

次に資料６をお願いします。 

平成３０年度公民館区事業補助金についてご説明いたします。 

茨木市公民館区事業補助金につきましては、「茨木市公民館区事業補助要

綱」に基づき、地域住民の皆様の主体的な学習活動を促進し、地域住民の皆

様の生活文化の振興を図ることを目的といたしまして、各公民館における地

域のレクリエーション、ふるさとまつり、文化展、館報の発行を対象事業と

いたしまして、それぞれの公民館区事業実施委員会に、補助金を交付してお

ります。   

補助額は、それぞれの事業に対して、一定額＋人口割によって算定してお

ります。 

例えば、茨木を見ていただきますと、地域レクリエーションにつきまして

は、定額５０,０００円に 1 円×館区内の人口ということで人口割を加え、基

本額の計算をいたします。ふるさとまつりは定額４０,０００円に同じく人口

割、文化展は６８,０００円に人口割、館報は６０,０００円に人口割というこ
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とで、この合計にさらに６０,０００円をそれぞれの公民館において自主的に

それぞれの事業に分配をどうするかという決定をいただきましたものを合計

いたしまして、各公民館の補助金を算定しているところでございます。 

平成３０年度の事業全体の確定額といたしましては、７,０９３,６５２円を

支出しております。 

その確定金額の右側に戻入額がございますが、茨木公民館１１４,４００

円、見山公民館６３,６４８円、これは当初交付した補助金を返還していただ

いているというものでございます。大阪北部地震の影響により、ふるさとま

つりを自粛（中止）されたことによるものでございます。 

この公民館区事業補助金とは別に、地域事業等開催補助金というものがご

ざいまして、そちらは茨木市地域自治組織の登録を受けた団体で、地域事業

等開催補助金への移行を希望された団体につきましては、今申し上げました

4 つの事業に加え、スポーツ振興課が所管しております体育祭を合わせた事

業を対象として交付しているものが地域事業等開催補助金でございます。こ

ちらの補助は市民協働推進課が担当しております。一番下を見ていただきま

すと、地域行事等開催補助金への移行を示しております。大池、郡、東奈良

地区については平成２７年度より、春日地区については平成２８年度より、

三島、沢池、彩都西については平成２９年度より、そして、平成３０年度か

らは豊川、畑田がこの補助金へ移行しております。この移行につきまして

は、順次その地域のご希望によって公民館区の方から移行していく可能性は

今後もございます。 

簡単ではございますが、平成 30 年度の補助金につきましての説明は以上

でございます。 

委員長 事務局からの説明は終わりましたが、この案件について、何かご質問、ご

意見がございましたらご発言をお願いします。 

委員長 自然災害、地震、それから大雨の関係でしょうか、社会教育施設が避難所

等に活用されることがあり、少し事業の計画が進まなかったことが、残念な

ことではあったかと思いますが、今のご説明でよくわかりました。 

私から一つ、最初にご紹介いただいた日本語読み書き学級の延べ人数が少

なくなっているということで、就労のために参加できなくなったので、この

ように延べ人数が減ったとご説明いただいたのですが、開催の時間が金曜日

の午前中 2 時間というところを、ご検討いただいているようなことはござい

ますか。 

事務局 

(大神) 

中央公民館では、金曜日の朝 10 時から 2 時間ということでずっと続けて

きております。公民館では、時間について要望やお問い合わせ等で、この時

間帯が難しいというご意見は聞いておりませんが、ご承知の通り、この読み

書き教室につきましては、人権部門でいのち・愛・ゆめセンター、豊川と沢

良宜と総持寺でも開催しており、火曜日の昼や平日の夜、19 時からという

コースもございます。そういうことで時間について相談があった時には、別
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のクラスもあるとご紹介させていただいています。この件につきましては、

今後検討していかなければということでございます。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

委員の皆様、ご意見ございませんか。 

大浦委員 今、色々な災害があるので、気になるところが、公民館で浸水のありそう

な場所があるのかというところと、防災に関する講習会を開催されていると

いうことですが、どのような内容でされているのかをお聞きしたいと思って

おります。 

事務局 

(浅野) 

まずは、公民館で浸水するところがあるかということですが、市内各所に

17 の建屋がございまして、例えば南の方で安威川に沿って公民館が建って

いるところもございますので、避難所となっていても水害に関しては 2 階以

上でなければいけないというところもございます。山間部になると土砂災害

の地域、見山公民館などがそうですが、土砂災害においては、避難所になっ

ていますがそのような危険も多少あるということは把握しております。 

次に、もう一点ご質問いただきました、災害についてというところの取組

というご質問ですが、平成 30 年度にいくつかのところで災害に対する取組

を講習会という形でされていたり、講演会という形でされているところもあ

りますので、ご紹介をさせていただきますと、太田公民館は講演会というこ

とで講師の方を招いて、特に平成 30 年度は地震もあったということで、講

演会をパート 1、パート 2 という形で専門の方からそれぞれの視点でお話を

いただくという取組を実施していただいている、これも特色の一つかと思い

ます。 

それから、災害について平成 30 年度はされていないのですが、大池地区

も防災に対する取組を、昨年度の会議で申し上げたかと思いますが、平成

30 年は避難所の開設が長かったので、災害に対する食ということで、昨年

もこの場でご説明させていただきましたが、実際に避難所となって炊き出し

のようなことをされたそうです。平成 29 年度に実施された災害の食に対す

る学びの講習会が、実際に避難所となって、炊き出しの中でも活用されたと

いうお話は聞いております。簡単に２点ご紹介させていただきました。 

大浦委員 今あちこちで災害があって、例えば茨木市のどこかの地域で災害があった

時に、ちょっとボランティアをしたいと思った時に、スキルが必要なので、

例えば泥かきなどだけではなく、話を聞くとか、物資の調達など色々なスキ

ルがいるということで、災害ボランティアの養成講座のようなものを、公民

館でできればいいかなと思うのですが、日にちがどのくらい空いているか、

各館であいている曜日や日にちがこの表では見えないので、空いている曜日

や日にちのわかる一覧表があれば、そこでちょっと利用できないかと思った

のですが、どうでしょう。 

事務局 

(浅野) 

災害ボランティアに対するご質問ということで、これらの表も実際に開催

日等を書くと、それぞれの内容で異なるということなので、内容だけを簡単
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に列記させていただいております。実際にボランティアの関係で講習会をさ

れたという内容については、平成 30 年度は特に各館から情報は来ておりま

せん。反対に情報提供できるような内容があれば、先ほど申し上げました館

長主事会議等の中で、このような取組もあるというご紹介もさせていただ

き、地域の中でもそれぞれのお考えがあると思いますので、そのお考えに

沿って取り組んでいただくような形の情報共有ができればと考えておりま

す。 

委員長 ありがとうございました。他にご意見ご質問等ございませんか。 

幸委員 資料 3 の公民館講座等開講状況一覧表の 1 ページ目から、ニュースポーツ

についてお話しいただいたと思いますが、ニュースポーツとは具体的にどの

ようなものがあるのかを知りたいと思っております。理由としましては、一

番下の玉島公民館の部分ですが、バージョン 1 からバージョン 4 までされて

おられまして、これが実際のところ同じスポーツなのか、違うスポーツを

色々な講座で実施されておられるのか、それが載っていれば他の公民館の方

も今後の参考にして、実施してみようという形に繋がっていくのではと思っ

た次第なので、ご教示いただけませんか。 

事務局 

(浅野) 

スポーツ推進課の方でご紹介いただいているところですが、昨年の会議の

中でも、特にボッチャをスポーツ推進課から一番にご説明いただきまして、

ボッチャは先ほど申し上げましたように、障害をお持ちの方でも簡単にでき

るスポーツということで、資料もお配りいただき、会議の中でご説明させて

いただいております。ニュースポーツも、ホームページを見ておりますと

様々な種類があり、例えば東公民館ではディスコンというニュースポーツや

ペタンク、東は割と熱心にされておられ、デカスポテニスという大きなラ

ケットを使ってテニスのように打ちあうスポーツもございます。それから、

スローイングビンゴという取組も大池が実施していたと思います。我々も細

かいスポーツのルールまでは把握していないのですが、数多くあり、玉島公

民館の話ですが、本日お越しになっておられないのですが、小林委員が玉島

地区のご出身ということで、一番ニュースポーツに対して、ご自身が会長を

されておられますので、取組を進めていかなければいけないということで、

これだけのニュースポーツの取組、先ほど申し上げたものは、ニュースポー

ツの一部でございまして、他にもラダーゲッターみたいなものとか色々な種

類があるので、玉島公民館もいくつか紹介をしながら取り組んでいこうとい

うことで、複数回実施されていると聞いております。以上でよろしいでしょ

うか。 

幸委員 ありがとうございました。色々な種類があったので、ニュースポーツとま

とめて書くのではなく、競技名で書いた方が伝わるかと思いました。 

委員長 ありがとうございました。名前を聞いてもどのようなものかわからず、勉

強不足でございました。 

他にご意見等ございますか。 
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では、一旦昨年度、平成 30 年度の事業報告につきましては、ここまでと

させていただきまして、次の案件へ進めさせていただきます。 

次の案件（３）令和元年度の取組について事務局から説明をお願いしま

す。 

事務局 

(松本) 

案件（３）令和元年度の取組についてご説明申しあげます。 

資料 7と本日お配りしております追加資料をご覧ください。 

まず初めに、令和元年度の、本市の社会教育の努力目標と公民館の基本方

針についてご説明させていただきますので、本日お配りしております、当日

資料のホッチキス止めの、令和元年度の社会教育の努力目標についてという

資料をご覧いただけますでしょうか。 

高度情報化や少子高齢化などの社会の変化は、人々の生き方や価値観に大

きな変化をもたらし、物質的な豊かさをもたらす一方、人と人とのつながり

の希薄化など様々な課題も生んでおります。そうした中、自己の人格を磨

き、豊かな人生を送るとともに、相互学習を通じた絆を強化し、多様な地域

の課題に対して、市民自らが地域運営の担い手として主体的にかかわってい

くことが求められています。 

このような状況から、市民が自発的、主体的に取り組む学習活動や社会参

加を支援する環境の醸成により、より一層の社会教育の推進が図れるよう、

努めてまいりたいと考えております。具体的には、様々な機関や場所を利用

して、実生活に即した文化的教養を高められる環境の醸成や、様々な機関、

学校などとも十分に連携を持ち、地域におけるそれぞれの課題に対応するた

めに学習機会の提供及び奨励、情報の収集や発信などの充実に努めてまいり

たいと考えております。 

とりわけ、公民館につきましては、地域活動の拠点施設として広く利用促

進し、またコミュニティの醸成を図り、必要課題についての学習を深めつ

つ、現代的課題、地域課題の解決に向けた事業の実施を推進するなど、公民

館活動の更なる充実を図ってまいりたいと考えております。 

次に基本方針といたしまして、公民館は社会教育活動、住民にとって最も

身近な学習の拠点として生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するととも

に、地域コミュニティの場として公民館活動を通じて、地域や社会の中でも

人と人とのつながり、地域の人材育成、教育力の向上に寄与することを目的

といたしまして、重点目標といたしまして、4つ掲げておりまして、それに

取り組んでいくこととしております。 

1つ目は、地域の実情に応じて、現代的課題・地域課題の解決に向けた取

組の推進 

2つ目は、公民館管理運営機能のコミュニティセンター化を図る 

3つ目は、施設の長寿命化に向けた改修等 

4つ目は、中央公民館の小学校区公民館との連携強化と定めております。 

これらの努力目標を踏まえまして、令和元年度の公民館活動事業につきま
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しては、4ページに記載のとおりになりますが、公民館長や主事、運営委員

長の皆様と連携を図り、各公民館のこれまでの取組を継承しながら、社会の

要請に対応した取組や地域における課題などについて地域と連携し、それら

を分析しながらその解決あるいは実現に必要な機会の提供に努めてまいりた

いと考えております。 

次に、資料７をご覧ください。 

令和元年度の中央公民館の主な取組について説明いたします。 

中央公民館では小学校区の各公民館において、現代的課題、地域課題の解

決に向けたテーマの講習会や講演会に取り組んでいただけるよう、日ごろか

ら働きかけております。 

先ほどから出ておりますが、その一つといたしまして、子どもたちや若年

層の読書離れが言われる中、本市では、「第二次茨木市子ども読書活動推進

計画」を策定し、その取組の一環といたしまして絵本等の読み聞かせ会を開

催いただくことを、今年度も予定しております。 

また、公民館の児童室の図書の充実といたしまして、今年度も引き続き中

央図書館と連携を図りながら、図書の充実に取り組んでまいります。 

次に、地域の歴史に関する事業についても、本市には、古墳や遺跡をはじ

め、キリシタン遺物など、誇りうる歴史遺産が多くございますので、それら

を多くの方に知っていただくことによって、郷土愛の醸成や本市の魅力発信

にもつなげて参りたいという思いから、各公民館における講習会等の開催を

働きかけているところでございます。今年度も７館での開催を予定でござい

ます。 

次に、消費者教育・防犯に関しましても、今年度は消費者教育・防犯が６

館、防災は４館で開催していただく予定となっております。 

このほかにも、今日的な課題であります、家庭教育や青少年の健全育成に

関するテーマなどでも、公民館という身近な場所で、青少年や親子、また子

育て世代を対象にした講習会等も開催しております。若い世代の方々にも公

民館に足を運んでいただけるきっかけになると考えておりますので、地域の

実情に応じて取り組んでいただけるよう、今後も働きかけをしてまいりたい

と考えております。 

次に、公民館と市内大学との連携について説明させていただきます。 

平成 30 年度の実施状況について記載させていただいておりますが、今年

度も引き続き絵本の読み聞かせ、絵本作り、梅花女子大学のこども学科の学

生による造形作品の展示等でご協力をお願いしているところでございます。

また、新たな連携といたしまして、健康講座において藍野大学と連携実施を

していけるよう、現在令和２年度の実施に向けて調整をしているところで

す。 

大学との連携につきましては、多くの大学がございますので、引き続き、

ほかの他の大学とも連携できるよう進めてまいりたく考えております。 
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資料 7の裏面の方をご覧ください。 

公民館長等に対する研修の実施ということで、こちらも平成 30 年度の実

施状況を記載させていただいております。今年度につきましても、時代の

ニーズに沿ったテーマで実施してまいりたいと考えております。 

最後に、中央公民館の事業といたしまして、先ほど平成 30 年度の取組の

中でも報告させていただきましたが、今年度も引き続き「日本語読み書き学

級」を継続して実施しております。 

今年度の受講生は、５月１０日の開講式では 32名でしたが、10月 18日

現在では 38 名となっており、6 名の方が増えております。毎週金曜日、熱

心に日本語の読み書きを学んでおられます。 

今年も、ハーモニカコンサートや、図書館の見学なども予定しており、単

に読み書きを学ぶだけでなく、日本文化、生活に対する理解を深めていただ

き、受講生同士の交流も図ることで、受講生に寄り添った取組を進めていき

たいと考えております。 

なお、日本語教育につきましては、本年６月２８日に「日本語教育の推進

に関する法律」が公布・施行されました。 

この法律は、多様な文化を尊重した活力のある共生社会の実現に資すると

ともに、諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持及び発展に寄与するた

め、日本語教育の推進に関し、基本となる事項を定めることを目的として定

められたもので、本市におきましても、この法律に基づく国の動き等につい

ても注視しながら取組を進めてまいりたいと考えております。 

説明は以上でございます。 

委員長 社会教育についての努力目標、並びに公民館の基本方針の重点目標を今日

追加資料でご紹介いただいた後、令和元年度の取組についてご説明いただき

ました。この案件について、お気づきのこと、何かご質問、ご意見がござい

ましたら、ご発言をお願いします。 

大浦委員 色々事業を計画、企画していただきありがとうございます。各公民館もご

尽力いただいていることと思いますが、何年か前にも申しましたが、公民館

の利用者が、どの年代の方が、どのくらい参加されているかわかりますか。

一つは、今公民館の運営委員などをされている方があと 10 年後に、そのま

まされているかというと、ちょっと難しいのではないかと思いますし、今の

若い世代が公民館へたびたび顔を出したり、身近なところに感じていただけ

るような取組を増やしていかないと、なかなか次の世代で同じような数が維

持できるか、難しいのかと思います。若い年代がどれくらい参加されている

のか、絵本の読み聞かせとか、子どもだけの数が出ているのか親子で出るの

かわからないのですが、若い世代がどれくらいなのか年代別に数を出すこと

は可能ですか。 

委員長 以前から、大浦委員には年齢層を気にかけていただいてますが、他に何か

お気づきのことなどございましたら、きちんとしたものでなくても、印象で
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も結構です。 

事務局 

(浅野) 

以前も大浦委員の方から、利用の傾向が出ないのかというお声をいただい

ていた記憶もございます。なかなか部屋利用につきましては、年齢別という

ことは、お一人お一人にお書きいただくことは正直難しいと考えておりま

す。 

昨年度から青少年部局と公民館が同じ課になったということで、今年度か

ら各公民館の事業の中で、青少年の方の参加もありますかという、有りか無

しかというところだけ今年度の事業から各館の状況を把握するように努めて

いるところでございます。集計というところまでは、まだ今年度終わってお

りませんので、実際に新たな事業の中でどれだけ青少年の方が参加できるよ

うな取組をされているのか把握だけは今年度していきたいと考えて動いてい

るところでございます。 

委員長 運営委員の皆様から少し、例えば、若い世代、小学生の世代、中学生がど

のように公民館を利用しているか、どのような活動をしているか、ご意見を

いただければ大変ありがたいと思いますが、いかがでございますか。 

堂前委員 公民館というよりも、先日行われました地区体育祭、レクリエーションで

すが、東奈良小学校区だと 2 つの中学校、天王中学校と養精中学校の中の小

学校区の子どもたちに文書を配って、お手伝いしてくださいと依頼し、今回

6 名ほどの参加を得ました。これは、実は青少年指導員とタイアップいたし

まして実施しました。それと、青少年という部分で少年部分の子どもたちで

すが、茨木市全体では彩都などの新しい町では少子高齢化という波がまだま

だ先の話かと思いますが、私たちの地域は少子高齢化、小学校の教室の数も

減っているのが現状でございます。そのような中で、参加自体が非常に少な

くなってきている、文化展にしても出品数も少ないということで、では、参

加している自治会の子どもは、自治会から競技も参加できますが、3 年か 2

年前に子どもの広場というものを設営し、フリーの子どもたちは親と一緒に

来てちょうだいということで呼びました。実は 1 年目は大失敗で、誰もいな

いから入りづらいということがあり、2 年目は台風で中止、今年、小学校の

先生と PTA のご協力を得まして、そのテントにいてもらいました。それで

参加自治会のゼッケンを置いておき、それを付けてフリーの競技に参加でき

るように、お友達が出るのに自分は出られないという子どもの参加を促しま

した。また、中学生たちも友達を呼んできて、最後にリレーで出てみるかと

言って、リレーに出てもらうなどをしておりました。 

ちょっと話は変わりますが、小学校の体育館で、防災に関する事業という

ことで、公民館で実施しておられますが、私どもは自主防災会を 13 年前に

作りまして、割としっかり活動しておりまして、公民館としては立ち上げの

お手伝いをさせていただきましたので、なぜ公民館が自治会を招集してその

ようなことを実施するのかというご意見をいただきますが、私たちは利用し

ません、声をかけただけですということで立ち上げました。 
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少しお話をさせていただきました。 

委員長 ありがとうございました。 

子どもたちの活動が、公民館と学校との連携で行われているということを

伺いました。 

赤松委員 若い人たちを取り込むということでは日々考えておりますが、昨年度につ

きましては申し訳ないのですが、食べ物で釣ったという形でケーキと和菓子

を親子で作ってすぐに定員いっぱいになり、今年はケーキができず和菓子を

福祉が実施しており、また募集をかければすぐに定員いっぱいになってしま

うという状況で、今回11月16日に文化展を、小学校、中学校、幼稚園から

の作品を出していただき、それを見るために親子でたくさんの方がお見えに

なっていただけると思っております。 

体育祭については他の公民館と同じように、小学校から中学校、今年の場

合は追手門学院大学の大学生が15名ほど応援に来てくれたということもあ

り、地域と大学との共催ということも含めて暗中模索の状況でございます。 

堂前委員 こども会、中学生はふるさとまつりも手伝ってもらっています。同じよう

な形です。 

一つよろしいですか。皆さんのところでは、ふるさとまつりは真夏に開催

されていますか。高齢化しているので、会社の従業員にも遠くから来ても

らって開催しているような状況です。秋祭りとかではだめなのでしょうか。

今頃くらいがちょうど涼しくていいかなと、台風が終わった後がいいかと思

います。熱中症や災害も心配されますので、時期も考えようかと思っていま

すが、皆さん暑い中開催しておられるので、ご意見をお願いします。 

委員長 事務局の方から、ふるさとまつりに関して、お気づきのところはあります

か。 

事務局 

(浅野) 

11月に開催されている地域が一つあり、秋の文化展に合わせて開催されて

おられる地域があると聞いております。市民の方からも、この時期に開催し

て大丈夫なのかというお問い合わせも確かにいただいております。ただ、地

域のことですが、おみこしをお子様と曳いて練り歩くというところも、細心

の注意を払って常に付き添って水分補給などで対応されているという現状と

聞いております。 

それから、三島が9月に時期をずらして実施されているというところで

す。9月が1か所、11月が1か所、後は7月、8月で実施されているというこ

とです。 

委員長 ありがとうございました。見山地区での取組について少しお話ししていた

だけますか。 

大神委員 子どもたちのことに関しては、いっぱい申し上げたいのですが、中学生8

名、小学生1年生から6年生まで30名弱、そういう運動会とか地域の行事、

それでも中学生数名は手伝いに来てくれています。半分くらいの割合で中学

生が参加してくれています。小学生も、中には普段はいない幼児を含めまし
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て、住んでいない子ども連れの保護者が帰ってきて、普段の人口の倍くらい

になって運動会も開催しているという、そうでなければ成立しないという、

少子高齢化もそうですし、過疎化してしまって存続の危機も感じている実情

の中で、公民館活動を展開している状態です。ただ、私は自治会の役員も兼

ねているのですが、自治会では45％が60歳以上です。そのような状況です

が、文化展と敬老会を一緒に開催するとか、先ほど暑いのでという熱中症の

話がございましたが、市内でも敬老会を午後から午前にされている、私ども

山間部でも午前中に敬老会を開催しようということで実施いたしまして、や

はり午後と午前はものすごく違いますので、先ほどの祭りも、涼しい時期

に、祭りは何月にしなければいけないという決まりがないので、健康状態を

一番に考えればいいのではないかと思います。 

色々申しましたが、少ない子どもたちをいかに参加してもらうかというこ

とが私どもも一番の悩みでございます。その中で工夫をして存続を考えてお

るような状況でございます。 

委員長 ありがとうございました。ご苦労を拝察しております。 

大浦委員、よろしいでしょうか。何かアイディアとかヒントとかお有りで

しょうか。このような取組や活動などを公民館でなさっておられますので。 

大浦委員 校区によっては、公民館かコミセン館を使った親まなび講座をされている

ところもあるので、私も行かせていただくのですが、人がざわざわいらっ

しゃるところと静かなところと色々あると思いまして、若い方が公民館、コ

ミセンをたびたび使うというとこで、身近な存在になるのかと思いますし、

この間ある校区で避難所としてずっとおられた親子の方に聞いたのですが、

色々よくしてもらってとても助かった、それまではあまり地域とつながりが

なかったが、公民館を避難所として利用させてもらって、すごく安心して過

ごすことができたとおっしゃっていたので、たぶんその方はよそから引っ越

してこられたと思いますが、そういう意味で、若い方でも公民館やコミセン

が拠点としてそこにあるということが安心感や足を運びやすくなるというこ

とで、ちょっと門戸を開いていただいて、親子で話ができるとか、交流ス

ペースとかができないか、きっちりした会合やイベントをしないと利用でき

ないものなのでしょうか。結構スペースがあいていて森閑としているところ

があるので、入口の辺りとか、そこに親子や学校で使っているPTAはいいの

ですが、乳幼児連れの親子の方は親子の広場などがありますが、ちょっと公

民館を利用する際には、部屋を借りなければいけないとなると有料になるの

で、親子の方がお話しできるようなスペースがあれば、足を向けやすくなる

のではないかと思います。いかがでしょうか。 

事務局 

(浅野) 

管理上の話ですが、自由にお越しいただけることは非常にいい環境だと思

いますが、同時にお部屋を使っておられる方が危ないから心配というお声も

あり、なかなか自由な開放ということが難しく、実施しておられるところも

ありますが、利用者から暴れていてうるさいとか、中で悪さをしているとい



17 

 

うお声もあり、特に夜間は管理も不在になっているということが今の公民館

の現状ですので、管理面との兼ね合いということが頭を悩ませているという

状態です。 

教育長 子どもというか、小さい時から公民館が地域の拠点で、誰でも行けるとい

う施設でなければ、やはりどこかで荒れてしまいますので、一つは講座の中

でもおしゃべり講座のような感じで、ファシリテーターを置いていただき、

週1回なり、午前中ならば親が行きやすいとか、市でもパパママクラブなど

実施しておりますが、公民館の講座の中でも可能と思います。ほかの方の邪

魔にならない形で部屋に入って色々なことができるということも一つあるか

と思います。そして親御さんが公民館を自由とはいきませんが日常利用でき

て、地域の横のつながりができ、孤立されている保護者の方もいらっしゃる

ので、子育てに悩んでいる人もたくさんおられるので、そういう面ではその

ようなサークルのようなものができる可能性もあります。やはり親御さん世

代に来てもらうということが一番かと思います。 

それと、先ほど堂前委員がおっしゃったように、中学生を使うというか、

どんどん使っていただいたらいいと僕は思いますが、子どもたちも人前で何

かするということは、とてもモチベーションが上がります。先ほど食べ物で

釣るとおっしゃっていましたが、お弁当を出すので来てくださいという形で

もお手伝いすればいいと思います。やはりそのように地域で活動するという

ことが大事なので、私は震災のことを考えていて、防災のことになります

が、中学生になればもう人を助けることができます。東北の震災の時に、小

さい子どもの手を引いて高台に逃げたということがありましたので、そうい

う面でも中学生の力を使えば、何をするかわからないという子もいますが、

こういうことを積み重ねていけば、地域で自分は役に立っているという気持

ちも出てくるかと思いますので、それがまた地域に返っていくという面も、

一人でも二人でもこれから中で活動していってもらえる人となってくると思

います。特に中学生は、部活もあり、受験勉強もあり、ちょっと反抗期とい

うか思春期に入りますので、高校生はなかなか地元にいても遠くへ行ってし

まうので、やはり中学生を使うことがこれからの運営に活かせることで有効

かと思います。やはり、自治会も含めて高齢化が進んでいて、自治会長を決

められない、自治会に入らないということもありますので、公民館が中心に

なって、先ほどおっしゃったように、何か困ったことがあれば公民館へ行け

ば助けてもらえると認知されれば、公民館活動がこれからも違う形でできて

いくかと思います。今ちょうど頑張ってくださっている方々が高齢化になっ

てきていて、その後を継ぐ方が、40代50代辺りの方がなかなかいらっしゃ

らないということが現状なので、公民館活動だけでなく、自治ということに

関しては、小学校区で、せっかく32小学校区も含めてコミセンもたくさんあ

りますので、そこが中心となれば全体的に活性化していくのではと思いま

す。とてもいいものを持っているので、それは継承していかなければいけな
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いと思います。 

また、色々ご意見をもらって、公民館事業を管理というところで、こちら

からご提案させていただきます。大学も同じです。今、追手門学院大学が来

ていただいたりしていますが、立命館や梅花女子大学もございますので、あ

る意味そのような若い力を公民館活動の中に使っていただくこともありかと

思いますし、反対に、大学も地域連携というか地域貢献したいと思っておら

れるので、どのような形にすればいいのかまだわかっていないところもある

ので、大学との繋ぎはこちらでさせていただくので、もし何かあれば、ご意

見を出していただければと思います。今後の公民館活動は、せっかくここま

で来たので、続けていくべきと思いますし、市としても支援していきたいと

思っております。 

堂前委員 公民館は関係ないかもしれないのですが、小学生がラジオ体操ができない

ので茨木体操、中学校はラジオ体操に力が入っていますが、小学生が転校し

たら、恥をかくと思います。 

教育長 そういうご意見もございます。 

浦野委員 先ほど、中学生をどんどん使ってほしいということで、民生が一番欲しい

のは中学生たちの力です。災害の時に、本当に1軒1軒回って、タンスをあげ

てほしい、荷物をあげてほしいなどをおっしゃった時に、私たちは全然あげ

ることができず、私の場合は主人がいましたので、来てもらってあげること

ができましたが、とてもできない。経験から言えば、中学生を、ちょうど教

育長がいらっしゃるので、校区でもお願いしているのですが、中学生しか力

がないということが現状です。よければそのような方面もボランティア活動

としてリンクしていただければ一番いいかと思います。民生としては助かり

ます。よろしくお願いいたします。 

教育長 学校でも、中学生が地域でどれだけ役に立つかという部分も含めて、ボラ

ンティアの学習は、職業体験というものがあるのですが、ボランティアの体

験というか、高齢者施設、保育所、幼稚園とかそういうところを特化して実

施しているところがあります。そういう意味で自分を活かすというか、そう

いう意識を付けていきたいという目的です。学力はある程度高い水準にある

ので、今何を考えているかというと、来年度も今の学力施策は続けていきま

すが、根底にある力、非認知能力といわれるものですが、数字では表すこと

のできない力です。自分に自信を持つとか、相手に共感するとか、やりぬく

力、折り合いをつける力、色々な力があると思いますが、そういう部分を

色々な場面で大人が引き出していく、そういうことを考えています。公民館

の中でも、放課後子ども事業の中でも、大人が声をかけて、ある一定違った

ことをするのではなく、今やってもらっていることの中で、子どもたちに振

り返ってもらう、結果ではなく、過程をもう一度、メタ認知と言いますが、

もう一度フィードバックして自分で考えてもらうという積み重ねが子どもた

ちの中にできれば、いつでも学力が付くと考えております。だから子どもた
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ちの中に、地域貢献も含めて、自己有用感というか、自分は誰かの役に立つ

というところがこれからすごく大事になってくるので、そういう力が実際必

要です。でもその根底にあるのは今申し上げた、非認知能力と言われる部分

が、社会に出たときに絶対役に立つと思っているので、ある意味社会貢献と

いうか、今有名大学に行って大きな企業に入ってという実質ではなく、自分

は何がしたいのか、自分で選択をして、特に国際化になっていますので、海

外に行くことも、起業することも、ボランティアに特化する、それから介護

へ進むなど、自分に合ったものを見つけてほしいと思います。それが茨木の

子たちに根付けばいいなと思っております。そういう力が子ども達につくよ

う取り組んでいきたいと考えています。中学生が自己有用感を持てるような

中身は、学校だけではできないので、それぞれ家庭でもやっていただければ

と考えております。また、ボランティアというかそういう形のフォローも学

校で取り組んでいますので、中学生の力をどんどん使っていただければ、中

学生にはいい言葉をかけてもらい、「お前たち何をしてるんだ」というよう

な言葉ではなく「ありがとう」という言葉をかけていただければ、大分変

わってくるのかと思います。そういうことを考えさせてもらっています。 

委員長 茨木の子どもたちにとり、新しい教育の推進ということで発言いただきま

した。本当に教育長がおっしゃった自己有用感、自分が誰かのために役に立

つとか、人が必要としてくれているとか、何かをしてあげたら喜んでくれ

た、こういった経験は従来の自己肯定感とか自信とか自尊感情とはまた違

う、必ず人との関わりの中で形成される力、それも学校の中では、それこそ

限界があるので、地域の方たちとの関わりの中でこそ育てることができる力

と私もそう思っておりますので、大変力強いサポートをいただいていると

思っております。 

色々お気づきのことがあるかと思います。何かご意見、ご発言等ございま

せんか。 

大神委員 子どもたちが少ないということで、現実には町の中のように子どもたちが

地域の大人と頻繁に触れ合うという機会がほとんどありません。ただ、今の

教育長のお話しがすべてと思いますが、ちょっと飛びますが、神戸の非常に

残念な教職員の事件がございましたが、教師の採用試験に合格して教師に

なっておられるので、学力はお持ちかと思います。しかし、言葉がふさわし

くないかもしれませんが、人間として失格だと大半の方が思っておられると

思いますが、先ほどの教育長のお話から考えますと、学校ももちろんそうで

すが、地域のおじさんおばさん、自分の家族も含めてその中で自分が育って

いるという共存感のようなものを、私たちの時代は感じながら育ったと思い

ますが、お寺に行ってご飯を食べる会が年に2回ほどありました。だから私

はお寺に行くと未だに覚えていますが、公民館で自分の時ではないが敬老会

を見に行った記憶もございますが、今の子どもたちは勉強や塾や習い事とか

忙しいので、人間を感じながら育つことができないということが、今の社会
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と思いますが、そこをもう一度、私たちは見直すことができないのか、一緒

に子どもたちと過ごす時間をちょっとでも作ることができればと感じるとこ

ろでございます。高い学力、知識は当然、時代とともに引き継がないといけ

ませんが、それよりももっと大事な人間の心をもう一度見直して、人と人と

の中で、地域の中で子どもたちに続けてもらえるような活動、そのためにも

公民館活動が色々な拠点になればいいと思います。そのことをしっかりと工

夫していかなければいけません。感じているだけで何もできませんが、つく

づく感じているところでございます。 

委員長 ご丁寧にありがとうございました。ほかにはいかがでございますか。令和

元年度の取組から、皆様にご検討いただいておりますが、よろしいでしょう

か。 

それでは、案件（3）令和元年度の取組についてはここまでとさせていた

だきます。 

次の案件（４）その他について事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 

(大神) 

案件(4)その他でございますが、本日の会議の会議録の件でございます。 

本来でしたら委員の皆様方にご確認いただくべきところでございますが、

作成に当たりましては委員長にご確認いただき進めてまいりたいと考えてお

ります。 

また、なるべく早く、概ね 1 か月程度で作成したいと思っていますが、作

成できましたら、市役所南館 1 階の情報ルームと中央図書館に置かせていた

だきたいと考えております。 

茨木市のホームページにも掲載させていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

委員長 事務局からの会議録の作成について説明が終わりましたが、この案件につ

いて、何かご質問、ご意見がございましたらご発言をお願いします。 

委員長 ご意見、ご質問がないようですので、以上で本日の案件は終了いたしまし

た。 

せっかくの機会ですので、本日の案件以外で、委員の皆様から他にご質

問、ご意見等がございましたら、お願いします。 

各委員 意見なし 

委員長 どうもありがとうございました。 

それでは、これで本日の会議を閉会とさせていただきます。 

今後とも皆様のご協力をお願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

では事務局にお返しします。 

事務局 

(大神) 

本日は長時間にわたり、ご検討いただきまして、ありがとうございまし

た。台風20号が来ているなどの状況と夜分でございますので、お気をつけて



21 

 

お帰り下さい。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

 


